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世界史探究のためのウェストファリア条約 

 
Peace of Westphalia for the inquiry for World History 

 
伊藤 宏二1 

Koji ITO 
 

（令和元年 12 月 2 日受理） 
 
１．はじめに 
戦後第 9 次となる学習指導要領（以下、新学習指導要領と表記）への改訂の動きをめぐって、

歴史教育の分野ではその基本的性格や既存の授業方法を大きく変更させかねない目的・内容の

変化に対して、これまで盛んに議論がなされてきた。しかし平成 30 年 3 月の高等学校学習指

導要領の告示並びに同年 7 月の同解説地理歴史編の公示により、一定の落ち着きを見せ、その

関心は、実際にどのように授業に取り組んでいくか、その準備に移ってきたようにみえる。今

後関心が集中することになるのは、生徒たちにいかに「主体的」で「対話的」に「深い学び」

を提供していくのかといった具体的な教材開発・授業実践の面であることは間違いないだろう。 
そこで本研究は、現行の「世界史 B」を基礎に選択科目として改編・設置される形となる「世

界史探究」において、筆者の専門的な研究対象である「ウェストファリア条約」を新学習指導

要領の方針に沿った教材として開発することを試みたい。というのも、新学習指導要領をめぐ

るこれまでの議論においては、新設の必履修科目となる「歴史総合」に関心が集中しており、

「世界史探究」の在り方についてはほとんど議論に上ってこなかったことから、世界史探究の

性質や授業方法についても一考を加える必要性があること、そして新学習指導要領の理念に沿

った歴史教育を理想的に実現していくためには、個々の専門家が自らの研究テーマを教材化し

ていく努力が当然求められるからである。 
新学習指導要領における歴史教育をめぐる議論が新設科目歴史総合を中心に展開されたこと

はすでに別稿で整理している2。本研究の位置づけに必要な限りで簡単に振り返るならば、歴史

総合は 18 世紀以降の時代に絞って日本史と世界史の内容が統合されている点に最大の特徴を

持つが、新学習指導要領全般に道徳教育化の傾向が強まり、歴史総合の内容にも愛国心教育が

強く反映されたことへの警戒心を背景に、むしろ不安の方が多く散見される。というのも、歴

史的背景を顧みないまま世界の中での近代以降の日本の成功を切り取るような内容構成が、現

場の教員配置の現状から日本史を偏重とした学習になりかねない懸念とも重なり3、視野の狭い

 
1 社会科教育系列 
2 詳しくは、伊藤宏二「歴史教育における時代を考える力の育成――新学習指導要領で歴史教

育にいかに取り組むか――」『静岡大学教育学部附属教育実践総合センター紀要』29、2019 年

3 月、62～71 頁、とりわけ 62～67 頁参照。 
3 現在の高校では地理の専門教員が少ない状況下に「地理総合」も必修化されたことから、世

界史教員が地理総合の担当に回り、歴史総合は日本史教員が担当することになる見込みが大き
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愛国心教育に陥ってしまう危険性が指摘されているからである4。 
実際、近代化を効果的に成し遂げた西洋列強を中心とする世界史的枠組みの中にそれらに食

い込んでいく日本近代史をつぎはぎすることで、日本人としての誇りを感得する結果へと導か

れ易い構成になっていることは否定できない。このような日本と世界の関係史の捉え方は、新

しい世界史像の構築を目指す近年の動向によって批判を受けている西洋中心主義的・大国主義

的な世界史観の中に日本の成功を歴史的に位置づけ、非近代的な価値観や諸地域を意識の外に

置く「高度経済成長期の日本史像」5とほぼ重なっており、この点も歴史総合に厳しい目が向け

られる一因となっていることは間違いない。 
他方で、歴史総合を歓迎する声も確かに存在する。それまでの世界史には日本の記述はほと

んどなく、同様に日本史の中にも世界との関係はあまり描かれなかった。そのためこれまでの

歴史教育では、世界と日本の関係を捉えにくい致命的な弱点が存在し、それを克服する科目と

して大きな期待も寄せられている6。実際、今後の授業実践でもこの長所を引き出していくこと

ができれば、上記の懸念も薄めることができ自然と解消されることとなろう。 
とはいえ、歴史総合の目的自体が資料を活用しながら「主体的・対話的」に「課題を追究」

する「深い学び」を通じて「歴史の学び方を習得」することに設定されている点に、教育現場

からは戸惑いを隠せずにいる。これまでの蓄積に大きな見直しを迫られるほか、評価方法や深

い学びを実践するための時間不足、或いは歴史の学び方学習によって歴史の面白さを伝えられ

るのかといったことへの不安が表されているのである7。それを克服するために、今後の授業実

践の蓄積や資料の開発が大切になってくるのは疑いない。歴史の学び方を習得するというのは、

生徒が最終的に自律的に歴史的思考力をゆたかにしていけるようになることを意味すると考え

るが、授業の中でその感覚を錬磨していくことを考えた場合に、自ら興味を持った歴史的事象

に対して資料に即して自身の考えを表現できる能力を育むことに他ならない。そこで鍵となる

のが資料の問題であり、高校の歴史の授業で深く課題を追究できるほど資料が十分な場面は限

られていると、筆者も認識している。そのために専門家が自身の取り組んでいるテーマについ

て高校の歴史で使用することを目的とした資料を開発していく必要性があると考えるのである。

ただし筆者自身の専門は歴史総合の対象から外れる 17 世紀の海外の事項なので、直接的には

世界史探究で利用される資料の開発に取り組んでいきたい。 
そこで、歴史総合と世界史探究の関係にも一瞥しておく。上述の歴史の学び方学習に対する

不安を克服する一例として、現代社会の成り立ちや構造を現代から過去へと遡及的に学ぶテー

 
いことが指摘されている。西村嘉高「新しい高等学校学習指導要領をめぐって―「歴史総合」

を中心に―」『歴史学研究』 No. 979、2019 年 1 月、45～52 頁、とりわけ 49～50 頁。 
4 伊藤前掲、64～67 頁。 
5 永原慶二は戦後の日本史像を 3 期に区分し、第 2 期を「高度成長期の日本史像」と呼んで、

戦争の「悪夢」には極力触れず日本の成功の原因を固有の歴史の中に求める自国優越史観が広

まった時期と特徴づけている。永原慶二『歴史教科書をどうつくるか』岩波書店、2001 年、

180～185 頁。 
6 君島和彦「歴史総合とはどのような科目か」『歴史地理教育』No.880、2018 年 6 月、62～
69 頁、とりわけ 63 頁。歴史学界もなしえなかった日本史と世界史の「統合科目」として大き

な期待が示されている。 
7 井ノ口貴史「「歴史総合」の批判的な検討から創造的実践へ」『歴史地理教育』No.888、2018
年 12 月、54～61 頁。 
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マ学習を設定することなどが提起されているが8、このことは歴史総合と世界史探究の関係を考

える場合にも同様に捉えることができる。新学習指導要領における世界史探究の内容の取扱い

において、中学校までの学習や歴史総合の学習との連続性に留意して諸事象を取り上げること

が言及されているが9、これまで学習してきた内容で興味を持ったテーマを深めるために、歴史

を遡って詳しく考察していく発想は十分歴史学的であり、歴史の学び方を学ぶことに通ずる。

例えば、第二次世界大戦の学習から歴史的に戦争が激しかった時代はほかになかっただろうか

とか、現代の宗教問題から宗教戦争に興味を持ったことで、三十年戦争へと遡って考察してい

くのでもよいし、主権や近代的国際関係のルーツを探ろうとしてウェストファリア条約に行き

着いてもよい。このように考えれば、歴史総合で時代的に直接扱われるわけではない古代や中

世を専門とする研究者であっても、歴史総合や中学校の学習内容、或いは現代的・普遍的な価

値観から出発して高校生が深く学ぶために、自身のテーマを資料化していけるはずである。そ

うした蓄積が新学習指導要領の理念を真の意味で実現する下地を築くと考え、まずは隗より始

める一環として、本稿では筆者の専門的な研究対象であるウェストファリア条約を、世界史探

究のために教材化することを試みることとしたい。 
 

２．世界史探究におけるウェストファリア条約の位置づけ 
それではまず、ウェストファリア条約を題材とする「主体的」「対話的」で「深い学び」の準

備として、新学習指導要領上の世界史探究の中でのその位置づけについて確認しておこう。 
世界史探究は、「生徒自身の興味・関心を踏まえて学ぶ選択科目として設置」されたもので、

「詳細で専門的な世界の歴史を学ばせようとするものではな」く、「中学校社会科や「歴史総合」

の学習を踏まえ、日本の歴史との関連にも配慮し」ながら、「生徒が抱いた疑問や追究してみた

い事柄について表現した問いを基に」「地球世界の課題をその解決を視野に、主体的に探究する

力を育成することを目指した科目」である10。つまり、専門的な知識等の習得を目的とするので

はなく、それまで学習してきた内容を基礎として、世界を対象とした歴史的題材から、日本と

のかかわりや現代社会の問題を意識して、生徒自身が興味を持った課題を設定してその解決に

取り組むことを想定した科目ということになるだろう。特に専門的知識の伝授が目的ではない

と明示されたことの影響は大きいと考えられ、これまで一般的であっただろう体系的で時系列

的に事実を教えるというような方法の根本的な見直しが基礎づけられていることになるが、世

界史が遠い世界の事柄を受動的に暗記する科目として敬遠されていた点を反省して、生徒自身

が身近な関心から主体的に興味を広げていける道を設定した点は高く評価されるべきだと考え

られるし、それが歴史の学び方を学ぶことを意味することにつながるのであろう。 
 科目の目標については、特に（2）に示された「世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる事

象の意味や意義、特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現代世界とのつながり

などに着目して、概念などを活用して多面的・多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把

握し解決を視野に入れて構想したりする力や、考察、構想したことを効果的に説明したり、そ

 
8 同上、59～61 頁。 
9 『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』「世界史探究」より。 
10 『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 地理歴史編』「第 2 章 第 5 節 1（1）科

目の性格」より。 
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れらを基に議論したりする力を養う」11点に、本研究の事例は深くかかわることができよう。 
 内容については C「諸地域の交流・再編」の中の（3）「アジア諸地域とヨーロッパの再編」

ア「次のような知識を身に付けること」（ｲ）「宗教改革とヨーロッパ諸国の抗争、大西洋三角貿

易の展開、科学革命と啓蒙思想などを基に、主権国家体制の形成と地球規模での交易の拡大を

構造的に理解すること」並びに、イ「次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること」

（ｲ）「ヨーロッパ諸地域の動向に関わる諸事象の背景や原因、結果や影響、事象相互の関連、

諸地域相互のつながりなどに着目し、主題を設定し、諸資料を比較したり関連付けたりして読

み解き、宗教改革の意義、大西洋両岸諸地域の経済的連関の特徴、主権国家の特徴と経済活動

との関連、ヨーロッパの社会や文化の特色などを多面的・多角的に考察し、表現すること」12と

直接的に深くかかわっている。ウェストファリア条約は主権国家体制をヨーロッパに「確立」

したものとして解釈されてきた出来事であり、学説的には宗教改革の結末としても位置付けら

れ、スペイン・ポルトガルの植民地を奪うことで地球規模に交易を拡大したオランダが独立を

承認された条約なので、まさにこの項目における中心課題として取り組むことが許されるであ

ろう。 
解説における「内容の取扱い」でも、中項目「（3）については，アジアとヨーロッパにおい

て特色ある社会構成や文化をもつ諸国家が形成されたことに気付くようにすること」「例えば、

「17 世紀から 18 世紀にかけての諸地域の交流の広がり、深まりを背景に、諸地域はどのよう

に再編したのだろうか」などの学習上の課題（中項目全体に関わる問い）を設定し、生徒の学

習意欲を喚起する諸資料を活用して、多面的・多角的に考察し、思考力、判断力、表現力等を

養いつつ、確かな理解と定着を図ることが大切である」13と説明されており、ヨーロッパにおけ

る諸国家の形成、17 世紀におけるヨーロッパ地域の再編と交流の広がりに直接かかわる事項と

して、むしろ扱うことが不可避であるといえるほどの重要性を持っている。同じ小項目（ｲ）の

解説から関連部分をさらに抜粋すると、「諸資料を比較したり関連付けたりして読み解き、多面

的・多角的に考察したり表現したりすることにより、主権国家体制の形成と地球規模での交易

の拡大を構造的に理解する学習が考えら」れ、「ヨーロッパ諸国の抗争の中で、一定の領域と独

立の主権を備えた国家が並立する国際秩序である主権国家体制が形成されたことを扱う。また、

オランダは海上交易で繁栄したこと、ドイツでは三十年戦争を経て各領邦の主権が確立したこ

と」に触れ、「諸資料を比較したり関連付けたりする学習を通じて、宗教改革の意義、大西洋両

岸諸地域の経済的連関の特徴、主権国家の特徴と経済活動との関連、ヨーロッパの社会や文化

の特色などを、多面的・多角的に考察し表現することにより、主権国家体制の形成と地球規模

での交易の拡大を構造的に理解」14するための学習活動に取り組むことになるだろう。 
 上記の位置づけが適切であるかの確認も兼ねて、ウェストファリア条約に関する基本的事実

も確認しておこう。この条約は一般に神聖ローマ帝国の宗教的対立が国際戦争へと発展した三

十年戦争（1618～48 年）の講和条約（1648 年）として知られているが、ほかにもスペインに対

 
11 『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』「第 2 章第 2 節 地理歴史 第 5 世界史探究

１ 目標（2）」より。 
12 『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』「世界史探究」より。 
13 『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 地理歴史編』「第 2 章第 5 節 2 内容とそ

の取扱い C（3）アジア諸地域とヨーロッパの再編（内容の取扱い）」より。 
14 同上、C（3）小項目（ｲ） 
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するオランダ独立八十年戦争（1568～1648 年）の終結をもたらしたものでもある。その歴史的

評価は伝統的な解釈によれば、神聖ローマ皇帝（オーストリア）のドイツ統一を阻んでドイツ

諸領邦に「主権」を認めたことでドイツの分裂を決定づけた一方で、ヨーロッパをキリスト教

的共同体から主権国家を基本単位とする国際法的共同体へと再編したものとして知られてきた。

これに関して、新学習指導要領の中ではウェストファリア条約は直接言及されていないものの、

現行の教科書においては三十年戦争並びに主権国家体制との関係で重要語句として必ず言及さ

れているので、恐らくは新しい教科書における記述も根本的な変化がないものと推測される。

しかし、それらにおける記述は、筆者はすでに別稿で検討したことがあったが、古典的な解釈

に従って、神聖ローマ帝国の事実上の解体や主権国家体制の確立が強調されるとともに、スイ

スとオランダの独立、フランス・スウェーデンの勝利などを語るものとなっていて、そのまま

素通りできるものではない15。専門的にみれば、1648 年以降もドイツ諸領邦は皇帝に依然従属

し、帝国は制度的にも同時代人の意識の面でもしっかりと存続していたことが明らかにされて

久しく16、またこの時代の主権概念はいまだ明確化されず「ウェストファリア体制」のように今

日の主権と結びつけることは神話的評価に過ぎないとみなされるようになっている17。さらに

近年盛んになった「新しい世界史」を目指す動向を重視するならば、国家の勝ち負けや領土割

譲を印象付けるよりも、世界ないし地域の一体性や共通性に注目したり国家に囚われない観点

から叙述することがより求められる18。 
しかしながら本稿では、専門的な立場から教科書の見直しを迫るようなことではなく、こう

した疑問から「問い」を設定し、実際に「生徒の学習意欲を喚起する諸資料」を準備すること

で、それらを基に生徒自身が考察する中で、教科書の記述に対しても自分自身の考えを持てる

ようになるような学習を構想したい。例えば、専門的な正確性を求めたり旧説的な価値観を問

い直す立場から出発すれば、「神聖ローマ帝国は有名無実化しドイツは分裂したのか？」、「ドイ

ツ領邦は完全な主権を承認されたのか？」、「オランダ・スイスの独立は「三十年戦争」の結果

なのか？」、「スペインと神聖ローマ帝国は本当に敗者なのか？その場合の帝国とは皇帝のこと

か？」、「オランダが国際貿易で勢力を拡大したこととウェストファリア条約とどう関係あるの

か？」、「ヨーロッパで主権国家体制が広まった頃、アジアには主権国家はなかったのだろう

か？」、「ウェストファリア条約の前後の時代で人々の生活や考え方はどう変化しただろう？」

などといった問いを立て、資料に基づき調べさせて自分なりの考えをまとめさせることができ

るだろう。 

 
15 詳しくは、伊藤宏二「「新しい世界史」に照らした世界史教科書記述の見直し―ウェストフ

ァリア条約を焦点にして－」『静岡大学教育学部附属教育実践総合センター紀要』No.25、2016
年 3 月、21～31 頁、とりわけ 23～30 頁、参照。 
16 ウェストファリア条約と 1648 年以降の神聖ローマ帝国の歴史解釈の変遷・研究史について

詳しくは、伊藤宏二『ヴェストファーレン条約と神聖ローマ帝国－ドイツ諸侯としてのスウェ

ーデン』九州大学出版会、2005 年、1～27 頁、参照。 
17 同上、とりわけ 22～23 頁、参照。また、ウェストファリア条約の後世への「神話」的影響

を正面から考察したものとして、明石欽司『ウェストファリア条約―その実像と神話』慶応義

塾大学出版会、2009 年、参照。 
18 「新しい世界史」については、羽田正『新しい世界史へ――地球市民のための構想』岩波

書店、2011 年、参照。また、「新しい世界史」の観点から本文中の教科書記述に検討を加えた

ものとして、伊藤「「新しい世界史」に照らした世界史教科書記述の見直し」も参照のこと。 
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ただしこうした出発点に立つと、「詳細で専門的な世界の歴史を学ばせ」てしまうことになり

かねない。とはいえ、学習指導要領が専門的な見地を断固回避せねばならないと定めていると

解釈するのは行き過ぎであることは明白であろうし、あくまでも一方的な専門知識の伝授とな

る授業とならないように注意喚起されているものと理解するのが自然であろう。従って生徒自

身の関心から発して、専門的な理解が深められるようになっていけるのが理想的な展開と考え

られる。その場合、やはり生徒の身近な話題や現代社会の問題から発して、その原因を深めた

り類似の比較対象を求めて歴史的に遡及していくような「問い」を立てるのが、有力なパター

ンとなるであろう。そこで例えば、「主権とはいつ、どのように形成されたのだろう？」とか、

「宗教対立が激しかった時代の原因やその収め方について調べてみよう」、或いは「大国同士が

衝突し合った時代の国際関係や外交、その結果を調べよう」といった問いを本稿では出発点と

して、生徒に資料を通じて考えさせ、最終的には上記の専門的な論点に対しても生徒が自身の

考えを持つことができるような取り組みを想定することにしたい。 
それらを調べようとする際、教科書や資料集だけでは深く学ぶための十分な資料を提供して

いるとはいえず、世界史に関わる史料それ自体は外国語やその古語で書かれたものとなるので

高校で生徒に扱かわせることは当然想定できない。インターネット等を利用させるにしても、

学術的に信頼に足る記事は極めて限定的であるか、専門家でもなければ判断するのがそもそも

難しい。従って繰り返しにはなるが、専門家が高校歴史教材用に、対話的に深く学ばせること

ができるような個々の資料を開発していくことが理想的なのであり、そのような運動が歴史学

界全体に広範に浸透してこそ、新学習指導要領で示された理念はようやく実現可能となるとい

えるだろう。本稿はそのための問題提起を兼ねつつ、自らの専門分野を教材化し、高校歴史教

育向けの資料を開発しようとする試みなのである。ここで資料を「開発」としているのは、単

純に史料を翻訳して提示するようなことを考えているのではなく、研究の成果に基づきながら

であるのはもちろんだが、厳密な意味での「史料」そのものではなく、生徒自身が主体的対話

的に考察を深められるための教材資料を作り出していくことを想定しているのである。 
 
３．ウェストファリア会議を体験する 
本節では、ウェストファリア条約が生み出された時代のヨーロッパ地域の国際情勢や政治的

思考、スペイン・フランス・ドイツ・スウェーデン・オランダ等諸国の地位や主権の実態につ

いて、実際にウェストファリア条約が作られるためにどのような交渉が行われていたのか疑似

体験することによって、生徒に主体的対話的に深く学ばせるための資料を開発し提示する。そ

の際、今回は特に 2 つの場面に絞りたい。即ち①スペイン－フランスの交渉と、②オーストリ

ア－スウェーデンの交渉である。 
①については、先の問いの例に従えば「大国同士の衝突」に関する歴史的に顕著な一事例とし

て取り組み可能なだけでなく、学習指導要領の内容との関連でいえば、ヨーロッパ諸国の抗争

の中で主権国家が並立する国際秩序が成立していくことと、オランダの独立並びに同国が地球

規模に交易を拡大していくこととも深く関連している。そしてさらに専門的に見た場合に、三

十年戦争の講和条約の文脈の中でオランダの独立が語られてきた細やかな疑問を明確化すると

ともに、史実の上では三十年戦争に深く関与しながら教科書にはオランダ独立の観点でしか登

場しないスペインの立場に目を向けさせることで、生徒の視野の多角化につながる。また、ス

ペイン－フランス間交渉は当時の国際情勢における極めて本質的な対立の表現であり、それが
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広範な影響を与えていたことに理解を深めたい。加えて、スペインは果たして敗者の立場にあ

ったのかについても体験的に感じ取ることで、ウェストファリア条約を勝敗の視点で語ること

を相対化させたいねらいもある。 
②については、「主権の成立過程」や「宗教対立の顕著な事例」という現代的関心から発しな

がら、その問いは専門的な論点とも重なり合う。つまり、スウェーデンとオーストリアの交渉

の中でドイツ諸領邦の権利や神聖ローマ帝国の国制が方向づけられた経緯を体験することで、

ドイツの各領邦に完全な主権が認められたといえるかどうか、また当時の主権というものが果

たしてどういった状態（段階）のものだったのかについて理解を深めることができる。さらに

は、宗教改革の最終的な到達点として、ドイツの宗教問題が国制問題と深く絡みながらもその

解決のために新旧の政治思想が入り混じっていたことや、それがヨーロッパの勢力均衡の問題

とも深くかかわっていたことを、多角的・多面的に考察することもできよう。 
これら 2 つの事例について、筆者はいくつかの場を借りて実際に授業を行い、資料を改良す

る機会に恵まれた19。とはいえ高等学校の世界史探究で実際に取り組みを行う場合、本テーマ

に割ける時数は多くてもせいぜい 3～4 時間であろうと考えられるので、そこで利用したもの

をそのまま提示するわけにはいかないだろう。ここでは便宜上、三十年戦争の概要に関しては

学習済みであると仮定し、ウェストファリア会議のみを体験する対話的授業モデルとして、3 時

間の計画でやや詳しく構想させてもらう。 
 
＜第 1 時 ウェストファリア会議に向けた準備の時間＞ 
まずはウェストファリア条約に関わる教科書や用語集等の記述を確認して基礎的な理解を得

る。さらにその補足として、 

・1641 年ハンブルク協定で皇帝・フランス・スウェーデンがウェストファリア地方（オス

ナブリュック市とミュンスター市）で和平交渉を開始することに合意し、それ以外の関係

国も含めて使節を送り始めた 
・本格的な交渉が始まったのは皇帝側の劣勢が目立ち始めた 1645 年以降であった 

ことを確認し、交渉活動は 1645～48 年の時期を想定して取り組むことを伝える。 
この時期の主要国の内情としては、 

オーストリア 
（ハプスブルク家） 

（神聖ローマ皇帝） 

軍事的劣勢を覆すのが難しくなり、講和を進めたい。皇帝としてドイ

ツのリーダーとしての権威が認められればプロテスタントに譲歩可

能。フランスとスウェーデンの帝国政治への介入は防ぎたい。再征服

したチェコは絶対手放さない。同盟国スペインを見捨てたくない。 
スペイン 
（ハプスブルク家） 

（カトリックの盟主） 

ヨーロッパをリードする覇権国として敗北は許されない。軍事力はま

だ一流だが、長期の戦争で国内は疲弊し各地で反乱。オランダの独立

を認めて負担を減らし、主たる敵フランスに注力したい。 

 
19 静岡大学附属静岡中学校における 3 年生を対象とした「追求」の授業（2019 年 6 月 20 日）

では①の体験を実施し、2019 年度の教員免許更新講習において筆者が担当した講習（2019 年

8 月 9 日）及び静岡大学人文学部主催の「地歴教員養成講座」（2019 年 9 月 21 日）では①②の

体験を実施し、現在も教育学部における 3 年生を対象とする授業「外国史特論Ⅱ」においても

実施中である。その都度作成・修正を加えてきた資料が基になって本稿で提示している。 
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フランス 
（反ハプスブルク連合

の盟主） 

ミュンスターの和平交渉で主導権を握った。ハプスブルク包囲網の中

心国としてヨーロッパ全体で反ハプスブルクに役立つことは何でも実

行し誰でも支援して、その地位に取って代わろうとしている。当初軍

隊は脆弱だったが、ようやくスペインの軍事力に追い付いてきた。 
スウェーデン 
（プロテスタント諸国

の盟主） 

プロテスタントの権利とドイツの政治的自由の擁護を旗印に三十年戦

争に介入したので、オスナブリュックの和平交渉でも中心国としてそ

れを弁護した。急速に軍事力が増大し、いまやドイツの大部分を占領

する大国として、両ハプスブルク、フランスに匹敵する存在になった。 
オランダ 
（海運経済大国） 

海軍力と経済力は当代随一。スペイン植民地を奪うことで海上帝国と

して急成長した。弱体化して本国も遠いスペインよりも陸地で近接す

る同盟国フランスの拡大に対する警戒心から対西講和を考え始める。 

 
以上のことを確認しておくとよいだろう。また、八十年戦争並びに三十年戦争からウェスト

ファリア会議への流れを把握するため少し詳しめの年表を附録資料として用意しておく。な

お、色の違いについては読み易くするためのものであって、他に特に意図はない。教師が生徒

の状況に合わせてより簡便に作成しなおしてもよいだろう。 

 

（↑資料① 筆者が独自に作成した関連年表） 
 

そしてウェストファリア会議は、最終的に以下のような結果に行き着いたことを確認する。 

①スペイン－オランダ間ミュンスター条約（1648 年 1 月 30 日署名／5 月 15 日批准） 
全 70 項。ネーデルラント地方におけるオランダ占領地の割譲（ブラバント・リンブルフ・

北スヘルデ、マーストリヒト等）や、スペイン領内でのオランダの通商権、オランダのス

ペインからの独立が承認された。 
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②皇帝―フランス間ミュンスター条約（1648 年 10 月 24 日署名／1649 年 2 月 18 日批准） 
全 120 項（実際は箇条分けされず段落のみ）。第 69～97 項がフランス独自の条項。アルザ

ス・ズントガウにおける「主権」の譲渡とロレーヌにおける既得権の確認。その他の条項

はオスナブリュック条約と内容がほぼ共通。ラテン語のイニシャルから略称 IPM 
③皇帝―スウェーデン間オスナブリュック条約（同上） 
全 17 箇条。スウェーデンへの封土譲渡とそこに権利を持っていたドイツ諸侯への補償、信

仰を含む帝国国制問題、貴族の権利・名誉回復、ドイツを占領するスウェーデン軍を解散

させるためのスウェーデンに対する賠償金規定などが主な内容。略称 IPO 

 
さらにスペイン－フランス間でもミュンスターで交渉が進められたが条約は成立せず、生徒

たちには次回、この幻に終わった条約交渉に取り組んでもらうことを伝え、以下の内容で、ス

ペイン－フランス交渉の前提について説明する。 

1469 年 カタルーニャを含むアラゴン王国とカスティリャ王国の国王と女王が結婚し、

スペイン王国として統合される 
1519 年 ハプスブルク家のスペイン王カルロス 1 世が神聖ローマ皇帝に選出される 
1580 年 モロッコ十字軍に大敗し、国王も戦死していたポルトガルを、財政支援と血縁

関係に基づきスペイン王フェリペ 2 世が平和的に併合する 

1618 年 三十年戦争が始まるとスペインはオーストリアを支援してドイツに軍隊派遣 
1621 年 オランダ独立戦争再開。以後徐々に、スペインはベルギーの北辺を占領され、

大西洋でも私掠戦に苦戦し、新大陸・アフリカ等の植民地でも守勢に回る 
1635 年 三十年戦争で皇帝が優位に立った状況下でフランスがハプスブルク家に宣戦。

フランスは主にスペインと戦い、同盟国スウェーデンがオーストリアと戦う 
1640 年 
  

スペイン支配下のカタルーニャで反乱が勃発しフランス王に忠誠を誓う。それ

をチャンスと見たポルトガルも独立を宣言し、フランスはこれらの反乱を支援 

スペイン

の思惑 
ヨーロッパ第 1 位の国家としてカトリックを守りながら国際秩序を維持すると

いう使命感を持つ。開戦当初、軍事的には優勢でフランス国内に攻め込んでい

たが、戦争の長期化から国内反乱に苦しみ、フランスも挽回し始めた。オラン

ダと和平を実現して戦争負担を軽減し、フランスを外交的に孤立させ、軍事的

に優位に立ったタイミングでフランスに和平を持ちかけようとしている 
フランス

の思惑 
ハプスブルク家の横暴から国際社会を解放し、新たな秩序の中心を担う国であ

るという確信を持つ。ハプスブルクの敵はすべて味方。開戦当初、軍事力は脆

弱でスペイン軍に敵わなかったが、ようやく勝利を収めるようになってきた。

皇帝を中心とするドイツをスペインの「一部」と呼んで分断を画策する。内乱

に苦しむスペインが外交的にも孤立してから和平を進めようとしている 

  
これら両国の利害は、ウェストファリアの交渉ではスペイン支配下の反乱地域であるカタル

ーニャとポルトガルの扱いをめぐって激しく対立したので、次回は両国の代表として、これら

の地域をめぐって交渉してもらうと伝え、第 1 時を終える。 
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＜第 2 時 スペイン－フランス交渉＞ 
第 2 時は未成立に終わったスペイン－フランス交渉を体験する20。この時間は 4 人の小集団

を基本単位として 2 対 2 に分かれて対話する形式を想定している。前時の最後に説明したよう

に、スペイン反乱地域のカタルーニャ・ポルトガルの処遇をめぐって、これから配布する指令

書に従ってそれぞれの国家の利害を代弁する外交使節として交渉することを伝える。資料とし

ては、前時に配布した資料も適宜参照してもよいことを伝え、さらにカタルーニャ問題に関す

る概要と諸国の声を両面にまとめた資料を 1 枚、同様のポルトガル問題の資料を 1 枚ずつ共通

の資料として全員に配布し、加えて担当する国の側だけの指令書をそれぞれ配布する。違う国

の外交使節には自国の指令書を見られないように指示する。関係図はそれぞれの指令書の裏面

に印刷して配布すれば、A4 用紙で計 3 枚の配布資料で済ませることができる。まずは個々に

資料や指令書に目を通させ、同じチーム内で指令を確認し合って交渉戦略を話し合わせてか

ら、両国の交渉を開始する流れとなる。 
ウェストファリアの使節たちは、交渉の成果をそれぞれの書記がその時々の成果を文書に書

き留めて常に携行し、暫定合意や最終的な合意内容を清書し、互いが作成した文書を交換して

から関係使節の署名を受け、条約（ないし附随文書）の正本として本国に持ち帰った21。従っ

てホワイトボードを用意できるのであれば、話し合いの成果をその都度ホワイトボードに記入

していきながら、最後に互いに清書させて交換し合ってから署名させるというのも疑似体験と

して雰囲気を出せるのではないかと考えられる。それでは以下に配布用資料を提示する。 

 
（↑資料② カタルーニャをめぐるスペインとフランスの対立：注 20 の成果を基に作成） 

 
20 ウェストファリア会議におけるスペイン－フランスの交渉については、伊藤宏二「ヴェス

トファーレン条約とスペイン―オランダ・ポルトガル・カタルーニャの反乱に対する処理をめ

ぐって―」『静岡大学教育学部研究報告 人文・社会・自然科学篇』69、2018 年 12 月、77～
92 頁、参照。提示資料はこの研究成果に基づいて作成したものである。 
21 交渉文書・条約文書の様子については、伊藤宏二『ヴェストファーレン条約と神聖ローマ

帝国』75～79 頁、参照。 
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（↑資料③ カタルーニャ問題に対する諸国の姿勢：注 20 の成果を基に作成。カタルーニャ地図の出典：

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License,_version_1.2） 

 

 
（↑資料④ ポルトガルをめぐるスペインとフランスの対立：注 20 の成果を基に作成） 
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（↑資料⑤ ポルトガル問題に対する諸国の姿勢：注 20 の成果を基に作成。 

左の地図は public domain として確認済みだが、図が小さいので確認したい場合は以下を参照。

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_the_Dutch_Empire#/media/File:Dutch-Port_War_Result.PNG） 
 

 

（↑資料⑥ スペイン使節役の生徒に配布する指令。注 20 の成果を基に作成） 
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（↑資料⑦ フランス使節役の生徒に配布する指令。注 20 の成果を基に作成） 

 

 
（↑資料⑧ スペイン－フランス戦争関係図。注 20 の成果を基に作成。背景となる地図の出典：

https://en.wikipedia.org/wiki/en:GNU_Free_Documentation_License） 
 

活動の終わりに史実の結末を確認しよう。1648 年時点ではスペイン－フランスの力関係は拮

抗しており、ともに国内に反乱を抱えながらも最終的に軍事的な成功によって有利に講和を進

められると考えていたので和平交渉は停滞し、その後 10 年以上も戦争が継続した。しかしオー

ストリアと講和してスペインを孤立させることになったフランスが最終的に優勢となり、1659
年にピレネー条約が締結される。これによりカタルーニャは現地の人々の願いも空しく、ピレ
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ネー以北のルシヨンが切り離されてフランスに割譲されたが、スペインに復帰したピレネー以

南地域ではスペイン政府から自治権の拡大が認められる一定の成果があった。ポルトガルはウ

ェストファリアに使節を派遣しながら、スペインの強固な反発により、結局交渉すらさせても

らえなかった。孤立したポルトガルに対してオランダはその植民地を攻撃してアフリカ・アジ

アに勢力を拡大したが、ポルトガルもヨーロッパ国際政治の厳しい現実を知る経験を積み、オ

ランダと講和しイギリスと同盟して最終的にスペインの鎮圧軍を撃退することで、1668 年に正

式に独立を承認された。 
 この未成立に終わったスペイン－フランス交渉を体験させるねらいは次の通りである。まず

は両国の衝突がヨーロッパ全体に広範な影響を与えていた事実に理解を深めることであり、オ

ランダの独立や海上帝国としての成長も、その両国の覇権闘争の裏面から発した結果として見

られる顕著な一例なのであった。当時も現在も変わらず、大国衝突が周辺諸国を巻き込み、利

害が拡散していく国際政治の在り様を実感できることであろう。また、両国の使節の立場を実

際に体験させることで生徒自身がウェストファリア会議での両国の勝ち負けをどのように感じ

たかに基づいて、条約を勝敗の観点で論じることを相対化させたいねらいもある。さらに、条

約とは多くの利害が錯綜した中でようやく行き着いた妥協の最終点であり、そもそも合意が生

まれないことも多く、それゆえ国家間の合意を軽んじる姿勢は多くの新たな困難を生み出しか

ねない危険をはらんでいることを理解させることにつながる、遵法精神を育む教材としても最

適であると考えられる。 
 
＜第 3 時 オーストリア－スウェーデン交渉＞ 
最後に、オーストリア（神聖ローマ皇帝）とスウェーデンの交渉を体験してみよう22。前時と

同様 4 人グループの 2 対 2 で行うことを想定する。三十年戦争の発端となったカトリックとプ

ロテスタントの宗派対立は、ウェストファリア会議において神聖ローマ帝国の中でプロテスタ

ントの権利をどのように認めるかの議論に発展していた。その際プロテスタントの権利と諸侯

の自立性を強めることが皇帝の権力を弱めると考えたスウェーデン（とフランス）が、条約交

渉の中で帝国政治の枠組みを決定づけるため、会議に参加を認められていなかったドイツ諸侯

の出席権を皇帝に認めさせようとしていた。それに対して皇帝は、ドイツの外交は自分だけが

代表するとして諸侯の出席権を当初認めようとせず、スウェーデンには領土割譲だけ先に済ま

せて帝国問題から手を引かせようとした。逆にスウェーデンは、永続的にドイツ政治に介入す

るため、あえて形式的に皇帝の臣下の地位で封土を獲得し、自らドイツ諸侯の一員としての資

格を得ようとした。両国の交渉は、どちらがよりドイツ諸侯の支持を得られるかによって、要

求をより高められるかどうかが左右されたのであった。以上の背景を理解させてから、両国の

使節の立場になって、神聖ローマ帝国における諸侯の権利や領土割譲について交渉することを

伝える。資料については、三十年戦争における皇帝とスウェーデンの関係並びに諸国の利害関

係の概要を示したもの、1618 年時点の信仰とドイツ諸邦の政治地図、そして両大国の間に挟ま

れたドイツ諸侯の声を示した資料を配布する。前時同様、小集団を単位に両国の使節に宛てた

指令書を配布して、同じ流れで進めることとする。 

 
22 皇帝（オーストリア）とスウェーデンの交渉については、伊藤宏二『ヴェストファーレン

条約と神聖ローマ帝国』56～75 頁、参照。先と同様にこの研究成果を基に資料を作成した。 



 世界史探究のためのウェストファリア条約 

 

41 

 
（↑資料⑨ オーストリア－スウェーデン関係：注 22 の成果を基に作成） 

 

 
（↑資料⑩ 神聖ローマ帝国に対する諸国の利害：注 22 の成果を基に作成） 
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（↑資料⑪ 三十年戦争開始時の信仰分布と諸領邦の地図 

（左図出典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/The_Protestant_Reformation.svg 右図出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg#/media/Datei:Map_of_the_Holy_Roman_Empire_(1

618)_-_DE.svg） 

 

 
（↑資料⑫ ドイツの被害と諸侯の声。 左図出典：

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bev%C3%B6lkerkungsr%C3%BCckgang_im_HRRDN_nach_de

m_Drei%C3%9Figj%C3%A4hrigen_Krieg.PNG）



 世界史探究のためのウェストファリア条約 

 

43 

 
（↑資料⑬ スウェーデン使節役の生徒に配布する指令：注 22 の成果を基に作成） 

 

 
（↑資料⑭ 皇帝（オーストリア）使節役の生徒に配布する指令：注 22 の成果を基に作成） 

 
前時同様、最後に史実を確認することとしたい。資料からもわかるように、両者の間には領

土交渉と帝国問題のどちらを先に交渉するかが後の交渉に影響する外交戦略として影響を与え

た。そして全般的に見ればスウェーデンの思惑通りに展開し、ドイツ諸侯の講和会議における

出席権が認められ、帝国国制や戦時中に受けた被害の補償について、条約の中に諸侯自身の声

をある程度反映させることができた。しかし交渉のイニシアティブを握っていたのは皇帝とス

ウェーデンであり、ドイツ諸侯の使節の地位はあくまでもドイツ問題における当事者の声とい
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うレベルに留まり、また、彼らに認められた自立権や同盟権も、近代的な主権というよりも伝

統的な権利の再確認と理解されたのであった。ただし信仰の問題についてはカトリックとプロ

テスタントの同権が制度化され、宗教が今後対立の原因となることはほとんどなくなることに

なった。こうした国制改革を支援しながらドイツ諸侯の支持を得たスウェーデンは、自らもド

イツに封土を得てドイツ政治にかかわり続けることができるようになった。しかし皇帝にとっ

ても、その地位と権威は保たれ、場合によってはスウェーデンの軍事的援助を引き出す口実も

獲得し、戦時中に拡大したものを手放しただけで、自身の直轄領は一切失わずにむしろそこで

の支配権は強化されていたのだった。以上のことと関連し、次の資料を配布して 1618 年から信

仰分布や政治地図がどのように変化したのか、生徒自身に確認させてもよいだろう。 

 
（資料⑮ 三十年戦争終結時の信仰分布と諸領邦の地図） 

（左図出典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/The_Counterreformation.svg  

右図出典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/HRR_1648.png） 

 

この交渉体験のねらいはまず、この時代の「主権」の在り方の確認である。戦勝国とされる

スウェーデンが帝国封土として領土を獲得していたり、ドイツ諸侯の権利はオーストリア－ス

ウェーデンの間で帝国に従属させられた形で認められていた実態から、「主権」の生成期におけ

る過渡的で今日とは異なる状況に理解を深め、ドイツ領邦に完全な主権が認められたといえる

のかどうかや、そこから神聖ローマ帝国は解体したといえるだろうか、生徒自身に判断しても

らうところに置かれている。さらに、明らかに劣勢に立たされたことで和平に追い込まれたは

ずの皇帝が、結果として敗者とみなされるのかどうかも、同様に判断を問うところである。他

にも学習指導要領に関わる点として、宗教改革の結果として、ウェストファリア条約において、

激しい対立の末ではあるが、宗教に寛容な姿勢が持続的な形で生まれたことを学習できるし、

特定の地域の制度や平和に対して、大国の利害が中心ではあったが、国際社会が関心を共有し

始める姿も汲み取れるのである。 
なお、より教材をゆたかにするために、ウェストファリア条約に関係する個々の事実や人物
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等について、本研究で扱った以上に踏み込んでもっと詳しく調べたい（調べさせたい）などと

思った場合、残念ながら邦文では紹介できるものがない。現状で最も手ごろなものは、英語に

よる事典（Derek Croxton and Anuschka Tischer, The Peace of Westphalia: A Historical Dictionary, 
Greenwood Press 2002）くらいである。歴史地図については海外で評判の高い翻訳版である、帝

国書院編集部編『プッツガー歴史地図 日本語版』（帝国書院、2013 年）の利用もお勧めして

おきたい。 
蛇足ではあるが、本研究においては授業の際に用いる資料を提示し、その活用例を示したの

みで、その際に生徒に取り組ませるようなワークシート等は特に紹介しなかった。筆者自身も

確定的なものを準備できているわけではないという事情もあるが、授業者や生徒の実態が違え

ば同じ資料を利用しても目的や観点、取り組み方が当然違ってくるはずであるし、評価の方法

にもかかわってくるからである。ここに示した資料を本稿が示した授業例とは異なったやり方

で、部分的であっても現場で多様に活用してもらえるのあれば、むしろ僥倖である。 
 

結びにかえて 
 本研究では、世界史探究の中のかなり限定された事項が対象となるが、新学習指導要領にお

いて謳われた歴史学習の実践に必要となる教材資料の開発を行ってきた。実際に教育現場で活

用するためには、時間の確保のみならず前提とされる専門知識などハードルが高いところはあ

るかもしれない。状況に合わせて、例示してきた 3 時間の計画の中の 1 時間でも試してもらえ

ることができれば、本稿も意味を持ったといえるだろう。 
 少なくとも、生徒が主体となって対話的に利用しながら考えを深めていくことに没入してい

けるように、研究者が自らの専門を教材化していくことの重要性は、主張することができたの

ではなかろうか。こうした動きが広まらない限り、生徒自身が主体的に学びを深める対象は狭

く限定され、結局のところ再び歴史は暗記物として語られる不名誉な地位へと回帰してしまう

だろう。本研究はそうならないための一例を示す試みであった。 
その歴史事象を学ぶ意味、いや、歴史的課題に取り組む意味と言った方が正確かもしれない

が、それを生徒自身に探させること、見出させることが世界史探究の鍵となるだろう。そもそ

も歴史 history の語源は古代ギリシャ語のヒストリエーに由来することは周知の事実だが、自ら

の成果にその題を掲げたヘロドトスもトゥキディデスも、ともにそれぞれの「現代」への関心

を出発点にした「探究」の成果が、今日では歴史の原点とみなされているのである23。我々もそ

の原点に立ち返り、身近な関心から出発し、世界観を広げながら時間軸を遡って探究し、再び

本来の関心事に戻ってきて、深まった理解の下で問題の解決を図る、このようなサイクルをイ

メージした科目として、世界史探究は取り組まれねばならないのであろう。そのためのゆたか

な活動を保障する資料の状況が、一歩一歩積み上げられていかねばならないのである。 
 
 
 
 
 

 
23 西谷修『世界史の臨界』岩波書店、2000 年、59～68 頁、とりわけ 63 頁。 
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